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地方公営企業は、上水道・病院・交通・下水道事

業等幅広い分野において、企業としての経済性を発

揮しながら、住民の日常生活に不可欠なサービスの

提供を通じ、住民福祉の向上、地域社会の発展に大

きな役割を果たしている。

府内市町村（大阪市除く）が経営する地方公営企

業の平成１６年度における経営状況は、収益的収支

（法適用企業は経常収支）では、前年度から引き続

いて、２９７億２５百万円の黒字となった（前年度は

２７８億７４百万円の黒字）。

しかし、その一方では、法適用企業の７事業が

９３億６７百万円の不良債務を有し、法非適用企業に

いたっては、１９事業が、１４８億２６百万円の実質収

支赤字を計上するといった、非常に厳しい状況にあ

る。

以下、決算の概要について述べる。

１　事業数（第１表－１）

平成１６年度末における地方公営企業数は１７０事業

で、前年度末と比べて４事業減少している。

２　職員数（第１表－２）

平成１６年度末において、地方公営企業に従事する

職員数は法適用企業９,４８４人、法非適用企業１,６８５人、

計１１,１６９人で、各企業において退職不補充や業務委

託等により人員削減を図った結果、前年度に比べ

２７４人（２.４％）の減少となっている。

これを事業別に見ると、病院事業が６,２６０人（対

前年度２０人・０.３％増）、上水道事業が２,６７４人

（同１３７人・４.９％減）、下水道事業が１,９３４人（同

１１４人・５.６％減）で、この３事業で全体の９７.３％

を占めている。（図－１参照）

３　決算規模（第１表－３）

決算規模は６,２５７億１９百万円で、病院事業や下水

道事業の建設投資費が減少したことなどにより前年

度に比べて２７１億３９百万円（４.２％）減少した。

これを事業別に見ると、病院事業が１,４４３億６７百

万円（対前年度１１１億２百万円・７.１％減）、下水道

事業が３,０４３億３４百万円（同９５億２２百万円・３.０％

減）、上水道事業が１,５８０億２７百万円（同４６億６８百

万円・２.９％減）となっており、この３事業で全体

の９７.０％を占めている。（図－２参照）

４　建設投資（第１表－４）

建設投資額は１,３２６億３８百万円で、上水道事業及

び下水道事業において、管渠築造事業費が減少した

ことなどにより、前年度に比べて３３３億円（２０.１％）

減少した。

これを事業別に見ると、下水道事業が９１２億８５百

万円（対前年度１５３億４１百万円・１４.４％減）、上水

道事業が２３９億５９百万円（同４６億９７百万円・１６.４％

減）、病院事業が１０４億４５百万円（同１３８億３７百万

円・５７.０％減）となっており、この３事業で全体

の９４.８％を占めている。（図－３参照）
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１　収益的収支（第２表）

平成１６年度の収益的収支（法適用企業では経常収

益・費用、法非適用企業では総収益・費用）におけ

る収益は４,４４９億円４２百万円、費用は４,１５２億１７百

万円で収支差引２９７億２５百万円の黒字となった（前

年度は２７８億７４百万円の黒字）。

これを黒字・赤字事業別で見ると、黒字事業は

１３０事業（対前年度２事業増）で黒字額は４３３億８８

百万円（同４９億９２百万円、１３.０％増）、赤字事業は

４０事業（同６事業減）で赤字額は１３６億６３百万円

（同３１億４１百万円、２９.８％増）となっている。

また、法適用・法非適用別では、法適用企業の収

益は２,９４２億５４百万円（対前年度５０億１９百万円、

１.７％減）、費用は３,０１３億４４百万円（同４１億７０百万

円、１.４％減）で、収支差引７０億９１百万円の赤字

（前年度は６２億４１百万円の赤字）となっている。

これは、上水道事業、自動車運送事業で５９億７４

百万円の黒字を計上したものの、病院事業、下水道

事業及び宅地造成事業において１３０億６５百万円の赤

字を計上したことによる。

一方、法非適用企業の収益は１,５０６億８９百万円

（対前年度４億 ２百万円、０.３％増）、費用は１,１３８

億７３百万円（同２２億９９百万円、２.０％減）で収支差

引３６８億１６百万円の黒字（前年度は３４１億１５百万円

の黒字）となっている。

これは、下水道事業において、普及率の向上や使

用料改定などにより、３５２億５０百万円の黒字を計上

したことなどによる。（図－４参照）

経常収支比率（法適用企業では経常収益／経常費

用、法非適用企業では総収益／総費用）を見ると、

上水道事業は１０４.３％（前年度１０１.３％）、病院事業

は９２.１％（同９４.２％）、下水道事業は１２４.５％（同

１２２.１％）、公営企業全体では１０７.２％（同１０６.６％）

となり、前年度に比べて０.６ポイント改善した。

（図－５参照）
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２　資本的収支（第３表）

平成１６年度の資本的収支における収入総額は

１,５９８億１４百万円（対前年度２７１億８８百万円、１４.５％

減）、支出総額は２,３７６億４１百万円（同１９５億８４百万

円、７.６％減）で、差引７７８億２７百万円の収支不足

（前年度は７０２億２４百万円の収支不足）となった。

３　一般会計繰入金（第４表）

平成１６年度の一般会計からの繰入金総額は１,２３２

億４１百万円で、下水道事業等における繰入金の減少

により、前年度に比べ１５５億３１百万円減少したが、

総収入に占める割合は２０.４％（前年度２１.８％）と

なり、依然、高い率である。

これを事業別にみると、下水道事業が１,００９億４４

百万円（対前年度９４億３９百万円、８.６％減）で、全

体の８１.９％を占めており、依然として多くの団体

が繰入金に依存した経営状態にある。次いで病院事

業が１６７億５８百万円（同３９億７４百万円、１９.２％減）、

上水道事業が１９億７６百万円（同１億４６百万円、６.９％

減）で、この３事業で全体の９７.１％を占めている。

（図－６参照）

４　不良債務（実質収支赤字）額（第５表）

平成１６年度末の不良債務・実質収支赤字の総額は

２４１億９３百万円で、前年度末に比べて２億９９百万円

（１.３％）増加し、厳しい状態が続いている。

これを事業別に見ると、上水道事業では、昨年度

発生した１事業分、１億１９百万円を解消し、不良債

務を有する事業はなくなったものの、病院事業では

１８事業中５事業で２８億円（対前年度１１億４６百万円、

６９.３％増）、下水道事業（法適用）では２事業中１

事業で４５億３１百万円（同４億６８百万円、９.４％減）、

宅地造成事業（法適用）では２０億３６百万円（同７７

百万円、３.９％増）の不良債務を有している。

一方、下水道事業（法非適用）では６４事業中１３

事業で１２０億４６百万円（対前年度２１億１９百万円、

１５.０％減）、宅地造成事業（法非適用）では８事業
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中３事業で１８億３９百万円（同１６億２９百万円、７７６.２％

増）、駐車場事業では１１事業中３事業で９億４０百万

円（同２億２百万円、２７.５％増）などの実質収支

赤字となっている。（図－７参照）

府内市町村地方公営企業の経営状況は、下水道事

業や病院事業などで２６事業が約２４２億円もの実質収

支赤字（不良債務）を計上し、法適用企業の半数弱

の２８事業が累積欠損金を有するなど極めて厳しい

ものがある。

今回は、最近の地方公営企業をめぐる動きを踏ま

え、健全化に向けた中期計画策定とその公開につい

て述べていきたい。

現在、各地方公共団体では、「地方公共団体にお

ける行政改革の推進のための新たな指針の策定につ

いて」（平成１７年３月２９日付け総行整第１１号、総務事

務次官通知）を受け、いわゆる集中改革プランの策

定作業を、普通会計・企業会計ともに進めていると

ころである。上記の指針の中では、地方公営企業の

経営の健全化として、①サービス自体の必要性の有

無の検討及び公共性の確保等の意義が薄れたものの

民間への譲渡、②指定管理者制度・ＰＦＩ・民間委

託等の民間的経営手法の積極的導入、③中期経営計

画の策定、情報の開示など透明性の確保、④給与・

定員管理の適正化の４点が示されている。

また、平成１６年度には「地方公営企業の経営の総

点検について」（平成１６年４月１３日付け総財公第３３号、

総務省自治財政局公営企業課長通知）が示され、今

年度に一部改正された（平成１７年８月２５日付け総財

公第７６号同課長通知）。これらの通知の中において

は、中期計画の策定と情報の公開が繰り返し述べら

れているところである。

中期計画の策定については、集中改革プランとの

整合を図り、計画策定の趣旨や事業運営の基本指

針・目標、達成への取組、事業計画、評価について、

定員管理や給与の適正化も含め数値目標を盛り込む

ことが求められている。従来、公営企業においても

計画の策定がなされていなかったわけではない。し

かし、「○○整備計画」のような今後の建設改良等

の投資計画とその進捗確認が中心だったのではない

かと思われる。公営企業は、公共性と経済性の両方

を追求する組織であり、公共性のみが過度に強調さ

れて経済性がなおざりにされてはならない。民間企

業においては、単年度の事業計画（＝予算）だけで

なく中長期の計画を策定して経営に当たっていくの

が一般的である。このことは企業として経済性を追

求しなければならない公営企業にも当てはまること

である。そして、必要な事業を行うに当たって、収

入すなわち使用料の水準をどの程度に設定するの

か、組織の見直しや無駄な経費はないかを常に点

検・位置付けていくことが必要である。

次に、策定した中期計画に基づき、毎年度の事業

計画（＝予算）を策定し、これを執行していくこと

になる。そこで大切になるのが、執行で出てきた課

題等を評価し、再び計画にフィードバックして次の

執行によりよい形で反映していく循環を形成するこ

とである。ここでは、計画に基づいて行った事業を

正確に評価することが必要である。それとともに、

評価については、内部の評価だけでなく、外部、と

りわけ利用者の評価を踏まえる必要がある。このこ

とが情報を公開することが必要な理由でもある。現

在策定作業が進められている集中改革プランでは、

最終的に各自治体がそのプランをホームページ等で

公開し、他団体と比較できるようにすることが求め

られているところである。他との比較を行ってこそ、

まとめ
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図－７　不良債務（実質収支赤字）額の推移
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その事業の妥当性が明らかになるものである。数値

等も含め計画を住民に公表しなければならない。

地方公営企業は、住民に身近な社会資本を整備し、

必要なサービスを提供する役割を担っている。公共

の福祉の増進という目的は、時代や状況により大き

く変化するものでもある。状況の変化に合わせ、不

断の経営改善に取り組むとともに、公共性のあり方

についてもう一度検討してみることが求められてい

る。
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第１表－３ 第１表－４ 

第１表－２ 第１表－１ 

第１表　事業規模の状況 



42 自 治 大 阪 ◆ 2005 － 11

第２表　収益的収支の状況 
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第４表　繰入金の状況 

第３表　資本的収支の状況 



Ⅰ．水道事業の現状

平成１６年度末における給水人口（除く用水供給事

業）は、６,２２１千人（対前年度比１,０２９人減）とな

っており、行政区域内人口に対する普及率は前年度

同様９９.８％となっている。

年間総配水量は、７億８,３７９万ｍ３（うち末端給水

事業７億７,７２９万ｍ３）で前年度に比べ、５３７万ｍ３

（同５１８万ｍ３）、０.７％（同０.７％）の減となった。

一方、年間総有収水量は、７億３,３００万ｍ３（同７

億２,６５４万ｍ３）で前年度に比べ、１２万ｍ３、０.０２％

の微減、（同７万ｍ３、０.０１％の微増）となった。こ

れは、長引く景気の低迷による業務用使用水量が減

少しているものの、猛暑の影響などにより比較的使

用水量が増加したことによる。この結果、有収率は

９３.５％（前年度９２.９％）となった。

総収益は、１,４２５億１３百万円（対前年度１３億９１百

万円、１.０％減）で、総費用は、１,３６４億２百万円

（同３６億７百万円、２.６％減）となり、収支差引６１

億１１百万円の黒字（前年度３８億９６百万円の黒字）と

なった。

経常収益は、１,３７８億７６百万円（対前年度６億２６

百万円、０.５％増）となった。これは、有収水量

（使用水量）が微増したことなどが主な要因である。

これに対して、経常費用は、１,３１６億４９百万円

（同８１億６０百万円、５.８％減）となった。これは、

減価償却費は増加しているものの、職員給与費が減

少したことなどが主な要因である。

以上の結果、経常収支は３年連続で黒字（５８億

３３百万円、同４０億７９百万円増）となった。

一方、累積欠損金は、７事業で３０億６４百万円

（同１３事業、３４億９１百万円）、累積欠損金比率は

２.３％（同２.７％）となり、やや改善した。

経営状況 （第２表）

事業の状況 （第１表）

事業別状況
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第５表　累積欠損金及び不良債務額（実質収支赤字額）の状況 



また、前年度に発生した不良債務（同１事業、１

億１９百万円）は、今年度で解消した。

他会計繰入金は１９億７６百万円で、前年度に比べ

て１億４６百万円、６.９％減少した。このうち、収益

的収入分は１０億８２百万円で、前年度に比べて２億

６百万円、１６.０％減少し、資本的収入分は、８億

９４百万円で、前年度に比べて６０百万円、７.１％増

加した。収益的収入分の減少については、一部団体

で他会計補助金等の繰入金が減少したことなどが主

な要因である。資本的収入分の増加については、一

部団体で工事負担金等の増加により繰出金が増加し

たことなどが主な要因である。

府内市町村上水道事業の経常収支（大阪市を除く）

は、３年連続で黒字となり、大幅に収支は改善する

こととなった。

その主な要因は、職員給与費の抑制、支払利息の

減少などである。

しかし、長引く景気の低迷や住民意識の変化によ

る節水型社会への移行により、水需要の大幅な伸び

は期待できず、むしろ減少の状況にあり、一時的に

猛暑の影響で回復を見せたが、依然、家庭用・業務

用ともに減少傾向にある。

また、住民のニーズは益々高度化・多様化してき

ており、地方公営企業として一層の自立性の強化と

経営の健全化が強く求められている。今後とも住民

のニーズに的確に応え、良質なサービスを安定的に

供給していくためには、経営の健全化・効率化の推

進が不可欠であり、そのあり方について再点検を行

い、経営基盤の強化を図らなければならない。この

ため、特に次の事項に留意した経営改善努力が必要

とされている。

（１）経営効率化の推進

経営効率化を推進するためには、まず組織・機

構について全般的に見直し、一層の定数削減を行

うなどの取組が必要である。機能的な経営が可能

となるような組織・機構の構築が必要である。ま

た、業務内容について、最小費用で最大効果を得

るための方法を検討するとともに、経費の節減に

努める必要がある。

さらに、中長期的にサービスの質や業務の内容、

財務の健全性に関する目標を設定し、目標に即し

た経営を行い、その達成状況の管理・評価を行な

うとともに、今後の水需要の動向やそれに要する

コスト等を加味した財政収支計画を策定し、効率

化を促進する必要がある。なお、中長期的な財政

収支計画を策定する際には、不確定要素による収

支見通しのぶれも考えられることから、あらかじ

めそれらを想定し、対応できるよう数パターンを

設定し、随時修正していくことも大切であろう。

○職員一人当たりの営業収益

府内平均　⑯５５,３５０千円　⑮５３,６９８千円

全国平均　　　　― ⑮５２,４２９千円

（２）料金の適正化

独立採算制による事業経営を安定して進めるた

めには、適正な料金水準であることが必要である。

供給単価が給水原価を下回っている状況で、この

差額部分が、赤字発生の要因となっている。大阪

府営水の料金改定が実施された平成１２年１０月から

平成１７年３月末までの間に、４１事業中（用水供

給事業を除く）３３事業において料金改定（消費

税転嫁を除く）が実施されているが、料金改定の

遅れた市町村は、供給単価と給水原価のかい離が

拡大する状況となっている。

より一層の経営の効率化を前提としながらも、

供給単価と給水原価が一定以上かい離した場合に

は、適時適切に料金改定を行う必要がある。

○供給単価　府内平均　⑯１７５.７円　⑮１７４.９円

全国平均　　　― ⑮１７３.３円

○給水原価　府内平均　⑯１８０.７円　⑮１８５.５円

全国平均　　　― ⑮１８０.３円

（３）適切な建設投資

施設利用率が低いことにより経営の悪化を招い

ている事業も見受けられる。人口動態が定着して

いる今日において、建設投資計画の策定に当って

上水道事業経営の課題

他会計繰入金の状況（第３表）
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は、従来にも増して的確な水需要予測を行い、投

資規模の適正化を図ることが必要である。

○施設利用率　府内平均　⑯６２.９％　⑮６３.０％

全国平均　　　― ⑮６２.０％

（４）情報公開の推進

住民の水道事業に対する理解を深めるために

は、平素から料金の算定方法や経営内容等の財務

会計情報について、分かりやすく工夫して公開・

説明していくことが必要である。

特に経営効率化の目標や費用の削減効果につい

ては、数値化や図式化等、可視化して分かりやす

くすることが大切であり、類似団体との料金コス

ト等の比較対照情報についても積極的に公表・Ｐ

Ｒしていくことも必要である。

（５）民間的経営手法の導入等の検討

近年、公的サービスの供給方法の多様化や規制

緩和の進展、社会経済情勢の著しい変化など、地

方公営企業を取り巻く環境は大きく変化してい

る。

平成１５年３月に「水道事業における新たな経営

手法に関する調査研究会報告書」がとりまとめら

れた。その中で民間企業の経営手法と市場経済下

で展開されている競争原理を水道事業に見合った

適切な形態で積極的に取り入れていく必要性をあ

げ、具体的には①顧客志向によるサービス向上②

「目標による管理」に基づくマネジメントサイク

ルの確立③アウトソーシングの積極的な導入④情

報開示等⑤ＰＦＩの活用が必要であるとし、さら

に水道法改正を受けた技術上の業務の包括委託や

ＮＰＯ参加、広域化の推進についても、検討が必

要としている。

また、地方独立行政法人については、平成１４年

１２月に「地方公営企業と独立行政法人制度に関す

る研究会」において取りまとめられた報告書では、

地方公共団体に対して機動的、戦略的に活用しう

る新たな事業手法の選択肢を付与するものであ

り、地方公共団体の組織と別組織ならではの利点

を活かし、サービス提供手法の自由度をできるだ

け高めながら効率的に事業を執行しうる仕組みで

あるとしている。

さらに、地方独立行政法人法が平成１６年４月１

日より施行されたことにより、従来地方公営企業

として営まれてきた事業に関して経営形態の選択

肢が増えることとなる。

各地方公営企業体においても、これらの新しい

経営手法・制度の動向に注目しつつ、今後の公営

企業経営について検討を深めていくことが必要で

あろう。

（注）府内平均、全国平均は末端給水事業の数値
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第２表　上水道事業の経営状況 

第１表　上水道事業の状況 
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【参考】 

第３表　他会計繰入金の状況 



Ⅱ．病院事業の現状

平成１６年度末における府内市町立病院（大阪市を

除く１８病院）の総病床数は、前年度末から４９床増

加し、５,９７０床となった。病床数の内訳は、一般病

床が５,９２５床、感染症病床が４５床となっている。

職員数は、増築棟のオープンなどにより、前年度

末から２０人増加し、６,２６０人となった。一方、職員

１人当りの平均給与月額は前年度から１１,１６２円減

少し、月額６１２,７６７円となった。この結果、職員給

与費対料金収入比率は、前年度から０.２％増加し、

５５.９％となっている。病院事業は、その性格上、

職員給与費の負担が極めて大きく、職員配置の適正

化は重要な課題である。特に看護体制については、

病棟部門と外来部門などの相互応援体制やパート職

員の活用などについて、充分に検討する必要がある。

外来患者（年延数）は、院外処方の進展や医療費

の投薬期間の長期化などの影響もあり、前年度に比

べて３０万５千人（６.８％）減少し、４１５万９千人と

なったが、患者１人１日当たりの診療収入は、ほぼ

前年度並みの８,１７８円となった。

入院患者（年延数）は、前年度に比べて２万３千

人（１.２％）減少し、１８２万４千人となった。また、

病床利用率は、前年度の８５.９％から８４.２％に１.７％

低下したが、患者１人１日当たりの診療収入は、平

均在院日数の短縮などにより、０.７％上昇して

３９,２９４円となった。

経常収益は、院外処方の進展などの影響を受けた

外来収益が２４億９９百万円減少したことや医師の不

足などにより、１,２５０億７５百万円（対前年度３７億

２４百万円・２.９％減）となった。

これに対して経常費用は、１,３５８億６２百万円（対

前年度８億７６百万円・０.６％減）となった。これは、

院外処方の推進などによる医療材料費の削減や職員

給与費の削減が主な要因となっている。

以上の結果、経常損益は１０７億８７百万円の赤字と

なった。これは７９億３９百万円の赤字であった前年

度と比較して、２８億４８百万円の収支悪化となった。

黒字事業数は、前年度の５事業から１事業に減少し、

黒字額は６４百万円（対前年度３億１２百万円・８３.０％

減）、逆に赤字事業数は４事業増加して１７事業とな

り、赤字額は１０８億５１百万円（同２５億３６百万円・

３０.５％増）となった。

累積欠損金は、全１８事業で８７４億４０百万円（対前

年度１１２億１６百万円・１４.７％増）を有している。

不良債務を有する事業は、前年度から１事業増加

して５事業となり、その額も２８億円（対前年度１１億

４６百万円・６９.３％増）と大幅な増加となった。

他会計繰入金は１６８億５８百万円で、前年度に比べ

て４０億７５百万円（１９.５％）減少した。このうち収

益的収入分（特別利益を含む）は、１３０億２２百万円

で前年度に比べて８億９５百万円（６.４％）減少した。

また、資本的収入分は３８億３６百万円で前年度に比

べて、３１億７９百万円（４５.３％）減少した。これは、

複数の病院の移転新築工事等の終了・進捗に伴う建

設改良費の減少により、繰入金が減少したものであ

る。

なお、一般会計と病院会計の経費負担区分につい

ては、繰出基準に基づくルール化を図り、一般会計

が負担すべき部分とそうでない部分を区分した上

で、病院事業の経営責任を明確にするべきである。

病院側としては、独立採算の原則に立ち返り、基

準外繰入に頼らない経営を目指さねばならない。ま

た、一般会計側としては、財政状況が苦しいことを

理由にいたずらに繰入金の削減を行うことがあって

はならない。両者とも経費負担区分の趣旨を十分に

理解することが重要である。

府内市町立病院の経営状況は、平成１１年度以降、

経費削減の効果などにより経常赤字の削減を続けて

病院事業経営の課題

他会計繰入金の状況（第3表）

経営の状況（第2表）

事業の状況 （第１表）
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きたが、１４年度は診療報酬の減額改定などの影響

もあり、経常赤字が増加し全１８事業で経常損失が生

じるという事態となった。１５年度には赤字事業

数・経常赤字ともに減少したものの、１６年度は再

び全１８事業中１７事業で経常損失が生じ、経常赤字は

対前年度比２５億３６百万円増という非常に厳しい状況

となった。

一方、昨年１１月に総務省の検討会から自治体病院

の再編・ネットワーク化等について報告がなされ

た。また、近年特定の診療科を中心とした医師不足

など、自治体病院の存在自体に大きな影響を及ぼす

ような動きが見受けられる。診療報酬改定の行方や

我が国の今後の人口動向も踏まえれば、病院経営を

取り巻く環境は、不透明感を増してきているのでは

ないだろうか。

このような状況の中で、現在、地域医療の確保に

重要な役割を果たしている病院事業が、今後とも住

民により良質な医療サービスを効率的に提供し、そ

の期待に応えていくためには、病院のあり方を今一

度見つめ直し、その上で経営基盤を強化し、経営の
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第２表　病院事業の経営状況 

第１表　病院数、病床数、患者数等の年度別推移 



健全性を確保しなければならない。

（１）病院のコンセプトの明確化と共有化

府内の医療圏では、病床過剰の状態になってい

る医療圏もあり、交通網が発達していることもあ

いまって、公民問わず病院同士が競争相手と言っ

ても過言ではない状況である。したがって、今後、

病院が地域にどういったサービスを提供するの

か、病院としてのコンセプトを具体的にわかりや

すく患者等に提示していく必要がある。例えば、

特定診療科目の強化や機能評価による基準取得、

先端医療の導入などである。

また、最近はインターネット等での病院情報の

提供も行われていることなどもあり、利用者自身

の病院に対する目も厳しくなってきている。職員

全体が病院のコンセプトを理解・共有し、患者等

と向き合っていくことが必要である。

（２）経営計画の策定について

平成１６年度決算については、昨年から一転して

悪化した。また、現在診療報酬の改定についての

議論が国において進められているが、昨今の医療

費抑制議論を考えると、厳しい結果が予想される。

病院事業は、他の公営企業事業と異なり、自らの

意思で料金を設定する余地は非常に少ない。した

がって、経営の改善・安定を図るためには、回転

数を高めて収入を増やすか、支出を抑制するしか

ない。

一部の病院では、置かれている厳しい経営状況

を踏まえ「経営健全化計画」「財政再建計画」と

いった名称で、期間を３～１０年程度に設定した

計画を策定しているところもある。折しも総務省

から総務事務次官名で「地方公共団体における行

政改革の推進のための新たな指針の策定につい

て」という通知も出されたところであり、現在、

各市町村では公営企業も含めた「集中改革プラン」

の策定を進めているところでもある。

この機会を捉え、今一度各病院の経営状況につ

いて検証し、（１）で述べたコンセプトを踏まえ

て、病院経営についての計画策定に着手されたい。

診療報酬が以前のように右肩上がりで上昇するこ

とが望めない以上、極論を言えば、今までどおり

の経営を続けていたのでは、経営は悪化するばか

りである。また、一般会計の悪化に伴い、一般会

計からの繰入金で補填を受けるということも容易

に認められるところではないであろう。

病院は公営企業である以上、経費を切りつめさ

えすればよいというものではなく、新たな収入の

確保のためには、患者に信頼される医師の確保や、

最新医療提供のための機材購入といった投資をし

ないわけにもいかない。計画策定の中で経営の見

直しを進め、新たな投資ができる基盤作りを進め

ていく必要がある。
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Ⅲ．下水道事業の現状

平成１６年度末における下水道事業数は６６事業

（前年度末は６７事業）である。前年度と比べて、堺

市と美原町が合併したため、１事業減となっている。

平成１６年度末における現在処理区域内人口は

５,２１１,２４８人（前年度５,１１２,５８２人）、現在処理区域

面積は５３,３６０ｈａ（前年度５１,６８２ｈａ）で、前年度末

に比べてそれぞれ１.９％、３.２％伸びており、また、

行政区域内人口に対する普及率は８３.４％（前年度

８１.８％）、市街地面積に対する普及率は７７.９％（前

年度７５.５％）となっている。

（１）収益的収支の状況

平成１６年度における法適用事業の総収益は２３０

億３４百万円（対前年度１６億８６百万円、６.８％減）、

総費用は２５３億５百万円（対前年度９２百万円、０.４％

増）で、総収益から総費用を差し引いた純損益は

２２億７１百万円の赤字（対前年度１７億７８百万円、

３６０.９％増）となっている。うち特別利益及び特

別損失を控除した経常損益は２２億１百万円の赤

字（対前年度１７億６２百万円、４０１.８％増）で、累

積欠損金は９７億７０百万円（対前年度２２億７１百万

円、３０.３％増）となっている。なお、総収益が

前年度と比較して大きく変動しているのは、繰入

金が大幅な減少となったためである。

また、法非適用事業における総収益は１,４４８億

９２百万円（対前年度２７億９７百万円、２.０％増）、

総費用は１,０９６億４２百万円（対前年度１８億７４百万

円、１.７％減）で、差引き３５２億５０百万円の黒字

（対前年度４６億７１百万円、１５.３％増）となってい

る。

前年度数値と比較すると、収益においては、普

及率の向上や使用料改定により、使用料収入が大

幅に増加したことにより、他会計繰入金が減少し

たものの、前年度に比べて大幅な増加となってい

る。一方、費用においては、建設投資に係る地方

債利息の減や職員給与費の減などにより、前年度

に比べて減少している。

（２）資本的収支の状況

法適用事業の資本的収入は２３７億８１百万円（対

前年度２３億３５百万円、１０.９％増）、資本的支出は

２８８億９７百万円（対前年度５５百万円、０.２％増）

で、差引き５１億１６百万円の赤字（対前年度２２億８

０百万円、３０.８％減）となっている。

また、法非適用事業の資本的収入は１,０１７億円

（対前年度８１億８８百万円、７.５％減）、資本的支出

は１,３３５億２８百万円（対前年度７０億１２百万円、

５.０％減）で、差引き３１８億２８百万円の赤字（対

前年度１１億７５百万円、３.８％増）となっている。

収入においては、地方債のうち建設事業債は減少

したものの、資本費平準化債の増により総額では

増加となっている。しかし、他会計繰入金や国庫

補助金の減により、前年度に比べて減収となって

いる。一方、支出においては、地方債償還金が増

加しているものの建設改良費の減少により、前年

度に比べて減少している。

（３）実質収支及び経費回収率の状況

平成１６年度の法適用事業については、４５億３１

百万円の不良債務（実質赤字）が発生している。

また、法非適用事業については、収益的収支と

資本的収支の再差引きが３４億２２百万円の黒字と

なっており、前年度繰上充用金等を差し引いた実

質収支は９７億２５百万円の赤字（対前年度２８億１２

百万円、２２.４％減）となっている。

実質収支において黒字を生じた法非適用事業は

５１事業（堺市と美原町が合併したため、前年度

と比べて１事業減）で、その額は２３億２１百万円

（対前年度６億９３百万円、４２.５％増）、赤字を生

じた事業は１３事業（前年度と同数）で、その額

は１２０億４６百万円（対前年度２１億１９百万円、１５.０％

減）となっている。

なお、処理原価（汚水処理費を年間総有収水量

で除したもの）は１６１.４円／ｍ３（維持管理費５６.６

円／ｍ３、資本費１０４.８円／ｍ３）、使用料単価（使用

料収入を年間総有収水量で除したもの）は１２２.５

経営状況（第２表、第３表）

事業の状況 （第１表）
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円／ｍ３で、経費回収率は７５.９％（対前年度比

６.８ポイント上昇）となっている。独立採算によ

る経営を成立させるためには、経費回収率が１００％

以上であることが必要とされるが、現状は一定の

改善がみられるものの、依然程遠い状況にある。

下水道事業会計に対する他会計（一般会計）から

の繰入金は、収益的収入への繰入金が７０８億４百万

円（対前年度５７億８６百万円、７.６％減）、資本的収

入への繰入金が３０１億４０百万円（対前年度３６億５２百

万円、１０.８％減）、計１,００９億４４百万円（対前年度

９４億３９百万円、８.６％減）となっている。

これを基準内外別に見ると、繰出基準に基づくも

のは収益的収入繰入金で５９７億８５百万円、資本的収

入繰入金で１７０億９８百万円、合計７６８億８３百万円と

なっている。一方、繰出基準に基づかないものは収

益的収入繰入金で１１０億１９百万円、資本的収入繰入

金で１３０億４２百万円、合計では２４０億６１百万円とな

っており、前年度と比べて大幅な減少となってはい

るが依然多額なことから、一般会計の財政運営を圧

迫している。

府内の各市町村における経営状況を見ると、法適

用事業の不良債務と法非適用事業の実質赤字の合計

が全国のおよそ４分の１を占めるとともに、一般会

計からの多額の赤字補てんの繰入金に依存している

事業が見受けられるなど、非常に厳しい状況が続い

ている。また、１兆６千９百億円を超える地方債残

高を抱え、その元利償還金は将来の経営をさらに圧

迫するものと予想される。さらに、一般会計の財政

状況が逼迫する中、一般会計からの基準外繰入金が

圧縮される傾向にある。

下水道事業も公営企業として運営される以上は、

その経費は、一般会計が明らかに負担すべき部分を

除いて、使用料で賄うという独立採算による経営の

確保が要請されている。各事業においては、この経

営の基本原則を十分に認識し、経営の健全化を強力

に推し進める必要がある。

○累積欠損金（法適事業）

府内計　⑯２事業 ９７億７０百万円

⑮２事業 ７４億９９百万円

全国計　⑮９９事業 ２,０７１億１５百万円

○不良債務（法適事業）

府内計　⑯１事業 ４５億３１百万円

⑮１事業 ４９億９９百万円

全国計　⑮１３事業 ２８３億４４百万円

○実質赤字（法非適事業）

府内計　⑯１３事業 １２０億４６百万円

⑮１３事業 １４１億６６百万円

全国計　⑮１０４事業 ４１８億３６百万円

※府内計＝大阪市除く

全国計＝法適用は供用開始済団体の合計

（１）使用料の適正化

府内市町村においては、普及率に比して使用料

に対する汚水処理経費の算入割合が低い市町村が

多数存在し、全国平均と比較しても一般家庭用

２０ｍ３あたりの単価が８百円程度低い設定となっ

ている。

にもかかわらず、近隣市町村との横並びに重き

を置いた使用料設定方針をとっている結果、建設

費のみならず、維持管理費の不足分まで一般会計

からの支援に頼っている団体も見受けられる。

下水道事業を実施している各市町村の地域的条

件、事業の実施時期、使用者の分散度等は様々で

あり、使用料の対象経費や汚水量も異なることか

ら、本来、その団体の経営状況に応じた使用料水

準があるはずである。

言うまでもなく、下水道事業においても、公営

企業として経営される以上は、一般会計との経費

負担区分の原則を前提として、経営状況及び使用

料対象経費を的確に把握し、経営の合理化、使用

料水準の適正化等により独立採算制が義務付けら

れている。近年になって下水道整備に着手したた

め普及率が低く、独立採算がとれるほど厳格な管

理運営は難しい事業も存在するが、少なくとも、

使用料水準の意思決定過程においては、①建設時

下水道事業経営の課題

他会計繰入金の状況（第４表）
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に発行した起債の支払利息と元金をどの程度料金

算定の対象に入れるか。②近隣市町村の使用料と

自団体の汚水処理コストのバランスをどのように

考慮するか等についてきっちりとした議論がなさ

れた上で料金水準が設定されなければならない。

さらに、こうした使用料設定根拠について、広

報誌や説明会等を通じて住民に対し説明責任を果

たすことが必要である。そうすることによって、

経費回収率が低いにもかかわらず長期にわたって

料金改定を行っていない事業においても、一定期

間ごとの使用料改定のルール化に対するコンセン

サスが得られやすくなると考えられる。

○使用料（家庭用２０ｍ３）

府内平均 ⑯１,６８０円 ⑮１,６４０円

全国平均 ― ⑮２,４０６円

○使用料単価

府内平均 ⑯１２２.５円／ｍ３ ⑮１１４.４円／ｍ３

全国平均 ― ⑮１２３.５円／ｍ３

○処理原価

府内平均 ⑯１６１.４円／ｍ３ ⑮１６５.６円／ｍ３

全国平均　　　― ⑮２４７.３円／ｍ３

○経費回収率

府内平均 ⑯７５.９％ ⑮６９.１％

全国平均 ― ⑮４９.９％

※府内平均＝大阪市を除く、下水道事業（流域

除く）。

全国平均＝法非適用の公共下水道事業

（２）維持管理コストの見直し

維持管理費は日常の下水道施設の維持管理に要

する経費であり、具体的には、人件費、動力費、

薬品費、施設補修費、管渠清掃費等によって構成

される。

維持管理費を抑制して、住民負担を極力軽減す

るためには、維持管理にあたっての組織の簡素合

理化、定員管理の適正化、業務の民間委託等を推

進することにより、経費の徹底的な抑制を図る必

要がある。

特に処理原価が割高となっている団体において

は、ポンプ場の遠隔制御等による無人化、民間委

託の積極的な活用、下水道管理台帳等のデータベ

ース化や保守点検、水質検査等の頻度の見直し等

により、効率的な維持管理に取り組む必要がある。

（３）計画的・効率的な事業の推進

団体の財政規模や財政状況に照らして、事業展

開のペースが早過ぎる団体も一部見受けられる。

建設に際しては、資本費や維持管理費等の費用と、

使用料等の収入についての的確な分析を行い、中

長期的な計画を立てた上で、投資効果を考慮した

効率的で無駄のない事業の展開が求められる。

○下水道普及率

府内平均　⑯８２.９％　⑮８１.４％

※府内平均＝大阪市除く、下水道事業（流域除

く）。

○地方債残高

⑯１兆６,９７３億９４百万円

⑮１兆６,９２４億４５百万円

⑭１兆６,８３３億６９百万円

○地方債元利償還額

⑯１,２７２億４４百万円

⑮１,２２０億３４百万円

⑭１,１７３億３８百万円

（４）経費負担区分の適正化

下水道事業の規模が拡大するに伴い、一般会計

からの繰入金の額も増加傾向にある。特に、繰出

基準に基づかない繰入金については、一般会計の

財政運営を圧迫し、一般会計自らが行う事業等に

支障が生じることのないよう、一般会計との経費

負担区分の明確化に努める必要がある。なお、既

にいくつかの団体では、一般会計の危機的状況を

理由に基準外繰入金を大幅に削減しており、全体

的にも基準外繰入金は削減傾向にある。今後もこ

うした傾向が続くと見込まれることから、基準外

繰入金に依存しない経営体質を目指すとともに、

長期的な計画について一般会計の財政担当部局と

も十分に調整しなくてはならない。

○繰入金総額（うち基準外繰入金）

（他会計借入金含む）

⑯１,００９億４４百万円（２４０億６１百万円）

⑮１,１０３億８２百万円（３４８億７８百万円）

⑭１,０８３億３１百万円（３６７億９０百万円）
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○繰入金総額／標準財政規模

府内平均　⑯９.２％　⑮１０.０％　⑭９.３％

※府内平均＝大阪市除く

（５）最適な処理システムの選択

下水道施設については、地域の自然的・社会的

諸条件に合致したものであるとともに、維持管理

を含め最小の費用で最大の効果が得られるよう施

設の規模、構造等のあらゆる面にわたり効率性・

経済性が追及されなければならない。

特に、これから生活排水処理施設の整備を重点

的に行っていく地域においては、下水道や合併処

理浄化槽等の各種生活排水処理システムによる建

設費や維持管理費を含む整備コストを比較、検討

し、地域の特性に応じた整備方策を選択し、様々

な下水処理施設を複合的に活用した整備を進めて

いくことが重要である。
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第１表　下水道事業の状況 
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第２表の２　下水道事業の経営状況（法非適用） 

第２表の１　下水道事業の経営状況（法適用） 
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第３表　処理原価と使用料単価の状況 

第４表　他会計繰入金の状況 


